
予算第14号議案 

 

令和５年度神戸市下水道事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 令和５年度神戸市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。  
(1) 下水及びし尿処理  

 下水処理量 １日平均 490,874立方メートル 

 し尿処理量 １日平均 83立方メートル 

(2) 汚水中継及び雨水排除  

 汚水中継量 １日平均 73,093立方メートル 

 雨水排除量 年  間 10,085,373立方メートル 

(3) 建設改良事業の概要は、「第１表 建設改良事業概要」のとおりとする。 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。  

収    入 

第１款 下水道事業収益  35,000,306千円 

第１項 営 業 収 益  24,645,355千円 

第２項 営 業 外 収 益  10,354,951千円 

支    出 

第１款 下水道事業費  35,355,882千円 

第１項 営 業 費 用  32,727,939千円 

第２項 営 業 外 費 用  2,575,791千円 

第３項 特 別 損 失  22,152千円 

第４項 予 備 費  30,000千円 
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（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入

額が資本的支出額に対し不足する額13,936,244千円は、損益勘定留保資金

等で補てんするものとする。）。 

収    入 

第１款 資 本 的 収 入  20,626,385千円 

第１項 企 業 債  11,198,000千円 

第２項 国 庫 支 出 金  5,980,845千円 

第３項 他会計繰入金  135,140千円 

第４項 財 産 収 入  1,000千円 

第５項 基 金 繰 入 金  2,800,000千円 

第６項 雑 収 入  511,400千円 

支    出 

第１款 資 本 的 支 出  34,562,629千円 

第１項 建 設 改 良 費  24,624,728千円 

第２項 基 金 造 成 費  1,000千円 

第３項 企業債等償還金  9,906,901千円 

第４項 予 備 費  30,000千円 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のと

おりと定める。 

事   項  期  間 限 度 額 

処 理 場 運 営 （令和５年度）  令和５～10年度 1,553,108千円 

管 渠 維 持 管 理 （令和５年度）  令和５～８年度 140,220千円 

事 業 運 営 （令和５年度）  令和５～10年度 2,751千円 

汚水幹枝線布設 （令和５年度）  令和５～11年度 6,892,000千円 

雨水幹枝線布設 （令和５年度）  令和５～７年度 189,000千円 

処 理 場 建 設 （令和５年度）  令和５～８年度 4,548,162千円 

ポ ン プ 場 建 設 （令和５年度）  令和５～６年度 25,000千円 

処理施設等整備 （令和５年度）  令和５～７年度 2,364,460千円 

流 域 下 水 道 （令和５年度）  令和５～34年度 10,000千円 
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（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のと

おりと定める。 

起債の目的 

及び限度額 
下水道建設事業 11,198,000千円 

起債の方法 

 

公債証券の発行又は消費貸借の方法により、借り入れる（他の地方公共団体との共同発行

を含む。）。 

利   率 ９％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後

においては、当該見直し後の利率） 

償還の方法 借入日の翌日から据置期間を含め、40年以内に毎年度元利均等その他の方法により償還す

る。ただし、財政上の都合等により定額以上を償還し、又は借り換えることができる。政

府資金を借り入れる場合は、その融資条件による。 

（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次の

とおりと定める。 

 （１）営業費用及び営業外費用の間の流用 

（他会計からの補助金） 

第９条 収益的支出及び資本的支出に充てるため、一般会計からこの会計へ

補助を受ける金額は、4,372,906千円である。 

（たな卸資産購入限度額） 

第10条 たな卸資産の購入限度額は、100,000千円と定める。 

 

   令和５年２月13日提出 

神戸市長 久  元  喜  造  
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 第  １  表   建 設 改 良 事 業 概 要 
 

事 業 名 当年度予定額 事    業    概    要 

 千円   

処 理 場 建 設 3,040,645 西部処理場 

垂水処理場 

ポートアイランド処理場 

玉津処理場 

土木建築機械電気設備工事 

場内整備・機械電気設備工事 

設計業務・土木工事 

設計業務 
 

ポ ン プ 場 建 設 
 

2,163,810 
 
魚崎ポンプ場 

新東川崎ポンプ場 

 
機械電気設備工事 

土木機械電気設備工事 
 

汚 水 幹 枝 線 布 設 

 

7,645,500 
 

東灘処理区 

ポートアイランド処理区 

中央処理区 

鈴蘭台処理区 

垂水処理区 

玉津処理区 

武庫川上流処理区 

加古川上流処理区 

     計 

 

16,630ｍ 

360ｍ 

22,830ｍ 

3,650ｍ 

6,520ｍ 

2,270ｍ 

1,140ｍ 

1,050ｍ 

54,450ｍ 
 

雨 水 幹 枝 線 布 設 

 

3,565,604 
 

東灘排水区 

東部排水区 

中部排水区 

西部排水区 

鈴蘭台排水区 

垂水排水区 

武庫川排水区 

      計 

 

374ｍ 

2,546ｍ 

3,535ｍ 

383ｍ 

2,585ｍ 

2,655ｍ 

10ｍ 

12,088ｍ 
 

流 域 下 水 道 

 

182,358 
 

武庫川上流建設負担金 

加古川上流建設負担金 

 

 

 
 

処 理 施 設 等 整 備 

 

8,026,811 
 

処理場及びポンプ場の施設改良 

建設改良部門職員の給料、職員手当等 

 

合  計 24,624,728  
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